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栃木市・岩舟町合併正式決定栃木市・岩舟町合併正式決定栃木市・岩舟町合併正式決定
８月23日に総務大臣による廃置分合（合併）の告示がされました。
これにより栃木市と岩舟町が平成 26 年４月５日に合併すること
が正式に決まりました。（右の告示参照）
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方
自
治
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第

七
条
第
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の
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き
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舟
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し
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。
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。
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第１２回合併協議会の結果第１２回合併協議会の結果第１２回合併協議会の結果

今回報告された合併協定項目の調整結果の内容今回報告された合併協定項目の調整結果の内容今回報告された合併協定項目の調整結果の内容

　第 12 回栃木市・岩舟町合併協議会が平成 25 年
7 月 29 日に岩舟町の健康福祉センター「遊楽々館」
検診室で開催されました。
　会議では、合併協定項目の調整結果や合併協議会
の決算など、報告事項 4 件、審議事項 3 件の協議
が行われました。その内容は、次の通りです。

報告第 13号　平成 25年度栃木市・岩舟町合併協議会予算の専決処分について
報告第 14号　合併協定項目の具体的な調整結果について
報告第 15号　合併協定項目以外の主な調整結果について
報告第 16号　合併に係る啓発用品等について
議案第 15号　平成 24年度栃木市・岩舟町合併協議会歳入歳出決算について
議案第 16号　平成 25年度栃木市・岩舟町合併協議会補正予算（第 1号）について
議案第 17号　平成 25年度栃木市・岩舟町合併協議会事業計画について

　５５項目の合併協定項目のうち、調整方針を「合併時に再編する」とした協定項目や合併協議会に
上程後、調整内容が変更になった協定項目などが報告されました。ここではそのうち主なものについ
て掲載いたします。

合併協定項目 25－15 その他の福祉事業

第 12回合併協議会の様子

承認
承認
承認

項　　　　目 調　整　方　針 調　整　結　果

こども医療費助成
こども医療費助成については、現行
のとおりとする。

こども医療費助成については、
栃木市の例により統合する。

対　　　　象 助　　成　　方　　法

小学６年生まで

中学１～３年生まで

現物給付
栃木県内の医療機関等の窓口において保険診療の自己負担
分の支払いが、基本的に不要になる。

償還払い
医療機関等窓口において保険診療の自己負担分を支払い、
翌月以降に助成の申請を行う。

こども医療費助成



３月 ４月

30 日 31 日 １日 ２日 ３日 ４日 ６日 ７日29 日

３

合併協定項目 14 一部事務組合等の取扱い

合併協定項目 25－６ 消防防災関係事業

岩舟町を管轄する消防・救急業務

項　　　　目 調　整　方　針 調　整　結　果

佐野地区広域消防組合 岩舟町が加入している佐野地区広域
消防組合については、合併の前日を
もって解散するよう調整する。
組合の財産の処分等については、関
係団体と協議の上、合併時までに調
整する。

岩舟町が加入している佐野地区
広域消防組合の解散日は、平成
26 年 3 月 31 日とする。
（財産の処分等については協議
中のため、後日報告する）

項　　　　目 調　整　方　針 調　整　結　果

消防防災関係事業 栃木市消防本部は、佐野地区広域消
防組合の解散の日の翌日から、合併
前の岩舟町の区域を管轄する。

栃木市消防本部は、佐野地区広
域消防組合の解散日の翌日であ
る平成26年４月１日から合併前
日の平成26年４月４日までは、
岩舟町から委託を受け管轄する。

合併協定項目 17 補助金、交付金等の取扱い

項　　　　目 調整方針 調　整　結　果 変　更　理　由
人権対策運動団体活動費
補助金 合併時に再編

合併後に再編

合併後に再編

合併後に再編

防犯灯電気料補助金

家庭教育オピニオンリー
ダー会育成補助金
住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金

合併時に栃木市の制
度に統合する。 協議が整ったため

市が防犯灯の管理を
行うため

協議が整ったため

協議が整ったため

合併時に廃止する。

合併時に栃木市の制
度に統合する。
栃木市の例により合
併時に統合する。

５日

合
併
日

佐野地区広域消防組合

栃木市消防本部
（岩舟町から委託） 栃木市消防本部
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合併協定項目 15 使用料、手数料の取扱い
１．使用料
　　栃木市の例により、合併時に統合
学校施設 （体育施設・夜間照明）

岩舟公民館

区　分
使用料（１時間につき）

午前 9時から
午後 5時まで

午後５時から
午後10時まで

調理実習室
第１会議室
第２会議室
第３会議室

300円
100円
100円
100円

450円
150円
150円
150円

施　　設　　名 使用料
（１時間につき）

200円
200円
200円
200円
200円

体　育　館
剣　道　場
柔　道　場
弓　道　場
体　育　館

岩舟中学校

岩舟小学校

施　　設　　名 使用料
（１時間につき）

200円
1,000 円
200円
200円
1,000 円

体　育　館
夜間照明施設
体　育　館
体　育　館
夜間照明施設

静和小学校

小野寺南小学校

小野寺北小学校

１
階

２
階

岩舟町集会所

区　分
使用料（１時間につき）
午前 9時から
午後 5時まで

午後５時から
午後10時まで

研　修　室
和　　　室
調理実習室

岩　舟
西根南

200円
100円
300円

300円
150円
450円

区　分
使用料（１時間につき）
午前 9時から
午後 5時まで

午後５時から
午後10時まで

研　修　室
和　　　室
調理実習室

岩　舟
下津原

200円
100円
300円

300円
150円
450円

体育施設

区　分
使用料（１時間につき）

午前 9時から
午後 5時まで

午後５時から
午後10時まで

講義室
和室１
和室２
和室３

300円
100円
100円
100円

450円
150円
150円
150円

２
階

施設名称

野 球 場

夜間照明施設

武 道 館

ソ フ ト
ボール場

利用区分 使用料
スポーツに利用
スポーツ以外に利用
スポーツ以外の営利目的で利用
スポーツに利用
スポーツ以外に利用
スポーツ以外の営利目的で利用
30 分につき

1時間につき
1時間につき
1時間につき
1時間につき
1時間につき
1時間につき

2時間につき

2時間につき

400円
1,000 円
4,000 円
400円
1,000 円
4,000 円
500円

60円

220円

個
人
使
用
料

中学生
以　下
一　般 １　回

１　回

施設名称

武 道 館

テニスコート

利用区分 使用料

スポーツ
に利用

1時間
につき

スポーツ
以外に
利用

1時間
につき

スポーツ以
外の営利目
的で利用

1 時間
につき

500円

1,000 円

1,250 円

2,500 円

5,000 円

10,000 円
400円

占
用
使
用
料

1 時間につき1面あたり

1時間につき

1時間につき

1時間につき

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

入場料を徴
収する場合

入場料を徴
収する場合

備考
1　市外の者（市内に通勤通学するものを除く。）が利用する場合の使用料（シャワー使用料を除く。）は、この表に定める額に 100分の 150を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2　「入場料」とは、その名称のいかんを問わず利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
3　入場料を徴収する場合であっても、最高額が 100円以下のときは、入場料を徴収しない場合の使用料とする。
4　利用時間が単位未満であるとき又は利用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間を 1単位として計算する。
5　個人使用料における「1回」とは、2時間を限度とする 1回の利用をいう。
6　営利目的での利用とは、使用者が営利活動の一部として行う興行、商業宣伝、招待その他これに類するものをいう。
7　体育館のアリーナ又はサブアリーナの半面を占用して利用する場合（間仕切りネット等を使用して利用する場合に限る。）の使用料は、全面を占用して利用する場合の使用料の半額とする。

栃木市の施設使用料は市ホームページ等でご確認ください。

（岩舟総合運動場）
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お知らせお知らせお知らせ

委員の変更について

栃木市・岩舟町合併協議会委員が次のとおり変更になりました。（敬称略）

委　員
新　氏家　　晃　（栃木市議会副議長）
旧　大阿久　岩人（前栃木市議会副議長）

今後の合併協議会の開催予定
第 13 回合併協議会
　 11 月 25 日（月）午前 10 時～
　 栃木市国府公民館

第 14 回合併協議会
　  1 月 22 日（水）午後 2 時～
 　栃木市保健福祉センター

２．手数料
　　栃木市の例により、合併時に統合

項　　目 調　　　　整　　　　結　　　　果

住民基本台帳カードの
交付手数料

合併時、栃木市の制度に統合する。
　・新規発行の場合　　無料　　　・再発行の場合　　500 円

合併協定項目 11 特別職の身分の取扱い（抜粋）

名　　　称 調　　整　　結　　果

栃 木 市 教 育 委 員 会

栃木市地域自治区地域協議会

栃木市学童保育運営委員会

栃木市ブランド推進協議会
いわふねブランド認定審査会

栃 木 市 都 市 計 画 審 議 会

栃 木 市 立 学 校 給 食 共 同
調 理 場 運 営 協 議 会

栃 木 市 地 域 自 治 区 区 長

宮の下簡易郵便局事務取扱員

栃 木 市 母 子 保 健 推 進 員

現行の栃木市のとおりとする。ただし、岩舟地域からの選出委員を 1 人追
加し、定数を 7 人とする。　　　　　　　　　【定数】7 人　【任期】4 年

現行の栃木市のとおりとする。ただし、岩舟町の区域に地域自治区地域協
議会を設置する。

【定数】15 人以内　【任期】選任の日から平成 27 年 3 月 31 日まで

現行の栃木市のとおりとする。ただし、岩舟地域からの選出委員を 2 人
（学校の職員 1 人、利用保護者の代表 1 人）追加し、定数を 14 人以内と
する。　　　　　　　　　　　　　　　【定数】14 人以内　【任期】2 年

合併時は現行のとおりとし、合併後に新市のブランドの統合に合わせて再
編をする。

現行の栃木市のとおりとする。ただし、岩舟地域からの選出委員を 1 人追
加し、定数を 19 人以内とする。　　　　【定数】19 人以内　【任期】2 年

現行の栃木市のとおりとする。ただし、岩舟地域からの選出委員を 2 人追
加し、定数を 29 人以内とする。　　　　【定数】29 人以内　【任期】2 年

現行の栃木市のとおりとする。ただし、岩舟町の区域に地域自治区区長を
設置する。

【定数】1 人　【任期】選任の日から平成 27 年 3 月 31 日まで

現行の岩舟町のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　【任期】１年

現行の栃木市のとおりとする。ただし、岩舟地域の推進員を 17 人追加し、
定数を 142 人とする。　　　　　　　　　【定数】142 人　【任期】2 年
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船
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ふ
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あ
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岩
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表紙の写真：歌麿まつり（栃木市）
　近年、栃木市内の民家で江戸時代の浮世絵師

喜多川歌麿の描いた肉筆画が発見されました。

　栃木市では歌麿と栃木の関わりについてより

多くの方々に知っていただこうと歌麿を中心と

した文化のまちづくりに取り組んでいます。今年

も10月20日(日)～11月３日(日)まで「歌麿まつり」

を開催します。（歌麿道中は11月２日(土)予定）

会　場　とちぎ蔵の街大通り他市内各所

問合せ　栃木市教育委員会文化課　℡20-1089

★

★

岩

　舟

　駅

渡良瀬遊水地

岩　舟　駅

岩舟駅

渡良瀬遊水地

うたまろ


